
寄居町小規模修繕契約希望者登録要綱 

制定 平成２３年１２月１日 告示第２１２号 

                        改正 平成２６年３月７日 告示第３２号 

                        改正 令和７年９月３０日 告示第１５４号   

              

（目的）  

第１条 この告示は、町が発注する小規模な修繕等の契約について、小規模

事業者を対象に登録制度を設け、町内事業者の受注機会を拡大し、もって

就業機会の確保と町内経済の活性化を図ることを目的とする。  

（対象となる契約）  

第２条 登録業者を選定する対象となる契約は、内容が軽易であり、かつ履

行の確保が容易であると認められる修繕等の請負で、その契約金額が１件

で１００万円未満のものとする。  

（登録対象者）  

第３条 小規模修繕契約希望者登録名簿（以下「登録名簿」という。）に登

録できる者は、個人にあっては町内に住所を有する者、法人にあっては町

内に主たる事業所を有する者とし、適法の範囲で希望業種、建設業の許可

の有無、経営組織、従業員数等は問わないものとする。ただし、次の各号

のいずれかに該当する者は除く。  

⑴ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項

の規定に該当する者  

⑵ 寄居町建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程（平成２２年

寄居町告示第１８８号、以下「規程」という。）第１条第１号に規定す

る建設工事の請負に係る資格審査を受け寄居町建設工事等入札参加資格

者名簿に登載されている者  

⑶ 希望業種を履行するために特に法令で定める資格、登録、免許又は許

可（以下「許可等」という。）を有しない者  

⑷ 町税に滞納がある者  

（登録の方法）  

第４条 登録名簿に登録を希望する者は、次に掲げる書類を町長に提出しな

ければならない。  

⑴ 小規模修繕契約希望者登録申請書（様式第１号）  

⑵ 希望する業種を履行するために必要な許可等の写し  

⑶ 町税の滞納のない証明  

２ 登録申請の受付期間は、町長が別に定める。  

３ 登録申請の受付窓口は、契約事務主管課で行う。  

（登録者の受付等）  

第５条 町長は、前条に規定する申請書の提出を受けたときは、申請書類に



基づき申請事項の確認を行い、登録名簿に登載し、庁内に通知するととも

に一般の閲覧に供し、該当する契約に係る業者選定に際して積極的に見積

り機会を与えるよう努めるものとする。ただし、選定においては、規程に

基づく寄居町建設工事等競争入札参加資格者名簿に登載されている者又は

この告示で定める登載者以外の者の選定を妨げるものではない。  

（登録の有効期間）  

第６条 登録名簿の有効期間は、西暦の偶数年の４月１日から２年間とする。

ただし、登録名簿の有効期間の途中で登録された者については、当該登録

以後最初に到来する登録名簿の有効期間の満了日までを有効とする。  

２ 前項に規定する有効期間について、登録名簿に登載されている者が、登

録の延長を希望するときは、当該有効期間の満了日までに登録延長届出

書兼町税納税状況等照会同意書（様式第２号）を町長に届け出るものと

し、当該届け出をした者に町税の滞納等がないときは、町長は、当該有

効期間の満了日の翌日以後最初に到来する登録名簿の有効期間の満了日

まで登録名簿への登載を延長することができる。 

（登録事項の変更等）  

第７条 登録名簿に登載されている者が、登録事項に変更があったとき、又

は登録を取り下げるときは、速やかに小規模修繕契約希望者登録事項変

更・取下届出書（様式第３号）により町長に届け出なければならない。  

（登録の取消し）  

第８条 町長は、登録名簿に登載されている者が、次の各号のいずれかに該

当したときは、登録を取り消すことができる。  

 ⑴ 第３条第１号から第３号に該当したとき。  

 ⑵ 個人にあっては住所が寄居町から移転したとき。  

 ⑶ 法人にあっては主たる事業所の所在地が寄居町から移転したとき。  

 ⑷ 営業を廃止したとき。  

 ⑸ 契約関係法令に違反したとき。  

 ⑹ 業務に関して不正又は不誠実な行為があったとき。  

 （契約保証金）  

第９条 登録名簿に登載された者との契約締結に際しては、寄居町契約規則

（昭和４７年寄居町規則第８号）第２１条第６号の規定に基づき、契約保

証金の納付を免除することができる。 

附 則 

 この告示は、公布の日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、平成２６年４月１日から施行する。 

   附 則 

 この告示は、令和７年１０月１日から施行する。 


